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登録の要件 

次に掲げる取組のいずれかを行っている遠賀町内の事業所が登録できます。 

（１）仕事と生活の両立支援（ワーク・ライフ・バランス）の取組 

（２）男女がともに働きやすい職場環境づくりの取組 

（３）女性の能力活用に向けた取組 

（４）その他の働く場における男女共同参画推進に向けた取組 
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男女共同参画 

推進事業者を募集！ 
   ～男女がともに認め合い 

     ともに活躍できるまちづくり～ 

遠賀町では、男女が働きやすい職場環境の整備を積極的に推進している町内の事業者を応援し

ています。男女共同参画を推進する取組を行っている事業者を、「遠賀町男女共同参画推進事業者」

として登録し、広く町民に紹介することにより、町内事業者における男女共同参画の普及及び推

進を目指しています。 

 

 

【取組の具体的な例】 

仕事と生活の両立支援（ワーク・ライフ・バランス）の取組 

・男性も育児休暇を取った社員がいる。 

・地域の活動に社員が参加しやすいような休暇 

制度がある。 

・イクボス宣言をしている。  など 

 

男女がともに働きやすい職場環境づくりの取組  

・男女共同参画やセクハラ防止などの社員向け研修が充実している。 

・出産後も職場に復帰しやすい。 

・セクハラ、パワハラについて相談できる環境がある。  など 

 

女性の能力活用に向けた取組 

・性別だけで担当する職務をきめていない。 

・女性の管理職、役員がいる。  など 

  

その他の働く場における 

男女共同参画の推進に向けた取組 

・「遠賀町男女共同参画社会推進計画」の基本理念に沿った取組 

遠賀町は、意欲ある事業者

の皆さんを応援しています。 



     
 

                      

登録のメリット 

町のホームページ等で取組を広く町民に紹介し、事業所の積極的な姿勢を PRしま

す。また、町から男女共同参画に関する情報提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

登録の手続き 

 申請書に必要事項を記入のうえ、取組の内容がわかる資料とともに提出してくださ

い。詳しくは、「遠賀町男女共同参画推進事業者登録制度実施要綱」をご覧ください。 

※申請書、要綱等は、遠賀町ホームページからダウンロードできます。 

 【トップページ→町ナビ→総合計画とまちづくり→男女共同参画推進事業者登録】 

 

募集期間 

随時受付しています。 

 

登録の審査等 

申請のあった事業者について、審査を行い、登録の可否を決定します。また、結果

は郵送にて通知します。登録が決定した事業者には「遠賀町男女共同参画推進事業者

登録証」を交付します。 

 

登録期間 

登録期間：登録した日の翌々年度の年度末まで。なお、町長が登録要件を満たして

いると確認した場合は、有効期間を２年延長できるものとし、以後同様とします。 

 

 

               

 

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

遠賀町役場 住民課 協働人権係 TEL０９３‐２９３‐１２３４ 

登録企業のご紹介 

 
事業所のイメージアップ、優秀な人材確保にもつながります。 

町に登録して事業所の魅力をアピールしてみませんか！ 

 

おんが自動車学校・西部警備保障・遠賀川郵便局・遠賀信用金庫・今橋書店・ゆめタウン遠賀・オートフィールド

レンタカー・桑野自動車・北九農協遠賀支店・遠賀中央幼稚園・南部保育園・日進化学・舛添工業・坂本工務店・

福祉人・デザインパクト・ビジテック・エアーズ・宗像緑地建設（遠賀コミュニティーセンター）・図書館流通セン

ター（遠賀町立図書館）・トキワビル商会（遠賀町ふれあいの里）・オダグリーンプラント・遠賀町社会福祉協議会・

遠賀町シルバー人材センター・福田工務店                     

現在 25企業が登録中！   

坂本工務店の皆さん 舛添工業の皆さん 


